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令 和 ５ 年 度

 紀の川市一般会計補正予算（第５号）



 



令和５年度紀の川市一般会計補正予算（第５号）

　令和５年度紀の川市の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３９，３１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，３２４，６５０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

　千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　　令和５年１２月４日提出

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

（債務負担行為の補正）

（繰越明許費）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

第３条　債務負担行為の追加及び変更は、「第３表　債務負担行為補正」による。
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第１表   歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 １５. 国庫支出金 4,568,763 151,917 4,720,680

  １. 国庫負担金 3,205,520 133,344 3,338,864

  ２. 国庫補助金 1,333,254 18,573 1,351,827

 １６. 県支出金 2,172,216 20,739 2,192,955

  １. 県負担金 1,326,069 7,569 1,333,638

  ２. 県補助金 707,408 13,170 720,578

 １８. 寄　附　金 1,402,988 300,000 1,702,988

  １. 寄　附　金 1,402,988 300,000 1,702,988

 １９. 繰　入　金 794,337 26,929 821,266

  ２. 基金繰入金 782,619 26,929 809,548

 ２１. 諸　収　入 364,537 5,525 370,062

  ５. 雑　　　入 322,584 5,525 328,109

 ２２. 市　　　債 2,771,600 134,200 2,905,800

  １. 市　　　債 2,771,600 134,200 2,905,800

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 20,610,899 20,610,899

歳               入               合               計 32,685,340 639,310 33,324,650
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歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  １. 議　会　費 216,209 929 217,138

  １. 議　会　費 216,209 929 217,138

  ２. 総　務　費 4,491,502 99,701 4,591,203

  １. 総務管理費 3,946,474 90,565 4,037,039

  ２. 徴　税　費 301,073 △312 300,761

  ３. 戸籍住民基本台帳費 180,273 9,150 189,423

  ４. 選　挙　費 42,457 89 42,546

  ５. 統計調査費 12,389 53 12,442

  ６. 監査委員費 8,836 156 8,992

  ３. 民　生　費 11,125,585 268,297 11,393,882

  １. 社会福祉費 6,276,794 40,294 6,317,088

  ２. 児童福祉費 4,091,727 76,122 4,167,849

  ３. 生活保護費 739,251 151,881 891,132

  ４. 衛　生　費 3,696,178 55,161 3,751,339

  １. 保健衛生費 2,150,003 49,288 2,199,291

  ２. 清　掃　費 1,546,175 5,873 1,552,048

  ６. 農林業費 985,059 2,432 987,491

  １. 農　業　費 853,507 1,840 855,347

  ２. 林　業　費 131,552 592 132,144

  ７. 商　工　費 762,967 1,590 764,557

  １. 商　工　費 762,967 1,590 764,557

  ８. 土　木　費 2,789,986 18,056 2,808,042

  １. 土木管理費 167,641 1,601 169,242

  ２. 道路橋りょう費 1,097,575 △3,365 1,094,210
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(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ３. 河　川　費 11,592 17,700 29,292

  ４. 都市計画費 1,191,441 1,243 1,192,684

  ５. 住　宅　費 321,737 877 322,614

  ９. 消　防　費 1,283,412 11,355 1,294,767

  １. 消　防　費 1,283,412 11,355 1,294,767

 １０. 教　育　費 3,079,658 △88,211 2,991,447

  １. 教育総務費 380,241 427 380,668

  ５. 社会教育費 816,724 △1,116 815,608

  ６. 保健体育費 837,735 △87,522 750,213

 １１. 災害復旧費 1,181,109 270,000 1,451,109

  ２. 公共土木施設災害復旧費 932,822 270,000 1,202,822

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 3,073,675 3,073,675

歳               出               合               計 32,685,340 639,310 33,324,650
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第２表　　繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

４． 衛 生 費 ２． 清 掃 費 し 尿 処 理 事 業 １５，１６９千円
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ふるさとまちづくり寄附金特産品等贈呈委託
ふるさとまちづくり寄附金
に２分の１を乗じた額

田 中 小 学 校 改 築 監 理 委 託 （ １ 期 工 事 ） ２，０００千円

令 和 ５ 年 度
令 和 １ ０ 年 度

令 和 ５ 年 度
令 和 ６ 年 度

自
至

自
至

第３表    債務負担行為補正

追　加

事 項 期 間 限 度 額

鞆 渕 地 区公 共施 設等 再編
建 築 工 事

自 令 和 ６ 年 度
至 令 和 ７ 年 度

２６９，３００千円
自 令 和 ５ 年 度
至 令 和 ７ 年 度

２７４，９００千円

期 間 限 度 額
事 項

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

期 間 限 度 額

変　更

田 中 小 学 校 改 築 工 事 （ １ 期 工 事 ） ６７，８００千円
令 和 ５ 年 度
令 和 ６ 年 度

自
至
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千円 千円５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

総 務 管 理 施 設
整 備 事 業

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

144,500 111,000

起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

第４表    地方債補正

林業施設整備事業 〃 〃 〃 〃 〃 〃9,000 16,100

清掃施設整備事業

変　更

起 債 の 目 的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限 度 額

〃 〃 〃 〃 〃 〃362,000 357,400

河 川 整 備 事 業 〃 〃 〃 〃 〃 〃3,700 21,100

保 健 体 育 施 設
整 備 事 業

〃 〃 〃 〃 〃 〃103,900 19,500

－  7  －



千円 千円

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 事 業

〃 〃 〃 〃 〃 〃527,000 758,500

起 債 の 目 的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

農 林 施 設
災 害 復 旧 事 業

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

10,100 10,800
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令 和 ５ 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）



 



２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　　令和５年１２月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

令和５年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

　令和５年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１１，５１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，０６７，５５２千円

　とする。
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第１表   歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ３. 県支出金 5,864,138 111,511 5,975,649

  １. 県補助金 5,864,137 111,511 5,975,648

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 2,091,903 2,091,903

歳               入               合               計 7,956,041 111,511 8,067,552
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歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ２. 保険給付費 5,750,911 111,511 5,862,422

  １. 療養諸費 5,025,301 111,511 5,136,812

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 2,205,130 2,205,130

歳               出               合               計 7,956,041 111,511 8,067,552

－  11  －



 



令 和 ５ 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）



 



　　　　　令和５年１２月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

令和５年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）

　令和５年度紀の川市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，３４６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１，８５４千円とす

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加及び変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　る。
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第１表   歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ２. 県支出金 272 △272 0

  １. 県補助金 272 △272 0

  ３. 繰　入　金 24,824 △1,574 23,250

  １. 繰　入　金 24,824 △1,574 23,250

  ６. 市　　　債 33,100 △14,500 18,600

  １. 市　　　債 33,100 △14,500 18,600

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 4 4

歳               入               合               計 58,200 △16,346 41,854
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歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  １. 施　設　費 54,342 △14,851 39,491

  １. 施設管理費 54,342 △14,851 39,491

  ２. 公　債　費 2,949 △1,495 1,454

  １. 公　債　費 2,949 △1,495 1,454

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 909 909

歳               出               合               計 58,200 △16,346 41,854

－  14  －



　 　

診 療 施 設 再 編 建 築 工 事
自 令 和 ６ 年 度
至 令 和 ７ 年 度

１１５，５００千円
自 令 和 ５ 年 度
至 令 和 ７ 年 度

１１７，９００千円

変　更

事 項
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

国民健康保険直営診療施設管理運営委託 １５３，７００千円
令 和 ６ 年 度
令 和 １ ０ 年 度

自
至

第２表    債務負担行為補正

追　加

事 項 期 間 限 度 額

－  15  －



千円 千円 　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

18,600

補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

起 債 の 目 的
補　　　　　正　　　　　前

限 度 額 起債の方法 利 率

第３表    地方債補正

変　更

33,100

５.０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰
上償還若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

診療施設再編事業
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

償還の方法

－  16  －



 



令 和 ５ 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４，４１２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８０５，５４７千円と

　する。

令和５年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

　令和５年度紀の川市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　　令和５年１２月４日提出
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第１表   歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ３. 繰　入　金 1,053,156 14,412 1,067,568

  １. 一般会計繰入金 1,053,156 14,412 1,067,568

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 737,979 737,979

歳               入               合               計 1,791,135 14,412 1,805,547

－  18  －



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ２. 後期高齢者医療広域連合納付金 1,771,948 14,412 1,786,360

  １. 後期高齢者医療広域連合納付金 1,771,948 14,412 1,786,360

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 19,187 19,187

歳               出               合               計 1,791,135 14,412 1,805,547

－  19  －



 



令 和 ５ 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，３３６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，３００，１６５千円と

　する。

令和５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

　令和５年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　　令和５年１２月４日提出

－  20  －



第１表   歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  ３. 国庫支出金 1,692,825 2,667 1,695,492

  ２. 国庫補助金 496,334 2,667 499,001

  ５. 県支出金 1,009,580 97 1,009,677

  ２. 県補助金 57,428 97 57,525

  ７. 繰　入　金 1,118,567 2,572 1,121,139

  １. 一般会計繰入金 1,118,566 2,572 1,121,138

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 3,473,857 3,473,857

歳               入               合               計 7,294,829 5,336 7,300,165

－  21  －



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  １. 総　務　費 117,534 4,950 122,484

  １. 総務管理費 13,554 4,950 18,504

  ３. 基金積立金 95,814 △115 95,699

  １. 基金積立金 95,814 △115 95,699

  ４. 地域支援事業費 400,056 501 400,557

  ３. 包括的支援事業・任意事業費 203,149 501 203,650

補  正  さ  れ  な  か  っ  た  款  項  に  か  か  る  額 6,681,425 6,681,425

歳               出               合               計 7,294,829 5,336 7,300,165

－  22  －



 



令 和 ５ 年 度

 紀の川市水道事業会計補正予算（第２号）



 



　収支調整額４４，４００千円、過年度分損益勘定留保資金３６４，８３２千円及び減債積立金２５０，０００千円で補てんするものとする。）
　に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

令和５年度紀の川市水道事業会計補正予算（第２号）

（総　　　則）

第１条　令和５年度紀の川市の水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第２条　令和５年度紀の川市の水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　第１項　営業費用　　　　１，６０４，８７１千円　　　　　　　２，００６千円　　　１，６０６，８７７千円
　第１款　水道事業費用　　　１，７４９，５１７千円　　　　　　　２，００６千円　　　１，７５１，５２３千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
　　支　　　出

　　　　　令和５年１２月４日提出

（資本的支出）

第３条　予算第４条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５９，２３２千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的

                                                                    紀の川市長　　岸　本　　健

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（１）職員給与費　　　　　　　　１５９，３５９千円　　　　　　　２，２５９千円　　　　　１６１，６１８千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）

　　第１項　建設改良費　　　　　５７７，８８９千円　　　　　　　　　２５３千円　　　　　５７８，１４２千円
　第１款　資本的支出　　　　１，１６４，５８４千円　　　　　　　　　２５３千円　　　１，１６４，８３７千円

　　支　　　出

－  23  －



 



令 和 ５ 年 度

 紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）



 



　　支　　　出

令和５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総　　　則）

第１条　令和５年度紀の川市の工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第２条　令和５年度紀の川市の工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
　第１款　工業用水道事業費用　　　３７，４７１千円　　　　　　　２，１７１千円　　　　　　３９，６４２千円
　　第１項　営業費用　　　　　　　３０，８０７千円　　　　　　　２，１７１千円　　　　　　３２，９７８千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
（１）職員給与費　　　　　　　　　　５，８０３千円　　　　　　　　　１７１千円　　　　　　　５，９７４千円

　　　　　令和５年１２月４日提出

                                                                    紀の川市長　　岸　本　　健

－  24  －



 



令 和 ５ 年 度

和歌山県紀の川市

紀の川市下水道事業会計補正予算（第２号）



 



　　支　　　出
　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）

　　収　　　入
　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
　第１款　資本的収入　　　　１，６１８，２４０千円　　　　　　  　　６９９千円　　　１，６１８，９３９千円　
　　第３項　出資金　　　　　　　５５３，３４６千円　　　　　　　　　６９９千円　　　　　５５４，０４５千円

　第１款　資本的支出　　　　１，８７９，５８３千円　　　　　　　　　４２１千円　　　１，８８０，００４千円　

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２６１，０６５千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的
　収支調整額５４，９６０千円、繰越工事資金２９，３７６千円及び過年度分損益勘定留保資金１７６，７２９千円で補てんするものとする。）
　に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　支　　　出
　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
　第１款　下水道事業費用　　　　７６３，３９６千円　　　　　　　　　２７８千円　　　　　７６３，６７４千円　
　　第１項　営業費用　　　　　　６２９，５５８千円　　　　　　　　　２７８千円　　　　　６２９，８３６千円

　　第１項　建設改良費　　　１，３０９，６７０千円　　　　　　　　　４２１千円　　　１，３１０，０９１千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既決予定額）　　　　　　　（補正予定額）　　　　　　　　　（計）
（１）職員給与費　　　　　　　　　７６，７６５千円　　　　　　　　　６９９千円　　　　　　７７，４６４千円　

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

令和５年度紀の川市下水道事業会計補正予算（第２号）

（総　　　則）

第１条　令和５年度紀の川市の下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第２条　令和５年度紀の川市の下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

－  25  －



                                                                    紀の川市長　　岸　本　　健

　　　　　令和５年１２月４日提出

－  26  －



 


